
一般社団法人リノベーション協議会

www.renovation.or.jp

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-2-2 青山ルカビル4階
TEL.03-3486-2510／FAX.03-3486-2511住宅定期点検制度

『2つの安心基準』に加え『維持管理』や『住宅ローン等の金融優遇』も受けられる

Photo : リノベーション・オブ・ザ・イヤー2017　1000万円以上部門最優秀賞 「光、空気、気配、景色。すべてが一つにつながる－代沢の家（YKK AP×HOWS Renovation×納谷建築設計事務所）」

R住宅定期点検制度協議会
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(一社)リノベーション協議会(代表者)

（株）北洋銀行／（株）七十七銀行／（株）仙台銀行／（株）第四銀行／（株）北越銀行／（株）大光銀行

（公社）東京都不動産鑑定士協会／（一社）マンション計画修繕施工協会

（株）住宅あんしん保証／（株）日本住宅保証検査機構
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◎R住宅定期点検制度とは

リノベーション協議会

・適合R住宅適合報告書 発行システム
・安心R住宅調査報告書 発行システム
・住宅履歴蓄積

適合R＋安心R住宅基準で
設計・施工された
物件（工事）の提供

・売買瑕疵保険
・定期点検／検査
・延長瑕疵保険

宅建事業者の
価格査定マニュアル
による査定

基準・発行システムの提供

2つの安心基準に加え
様々なメリットを付保する

リノベーション協議会
会員企業

瑕疵保険法人

・価格査定マニュアル
・ケーススタディ蓄積

不動産評価

再販事業者
または

請負事業者
・長期修繕計画
・定期点検

顧客

※本商品は、国土交通省住宅局「住宅ストック
維持・工場促進事業 ～良質住宅ストック形成
のための市場環境整備促進事業に関わる仕組
みの開発・周知・試行事業」の補助を受けて開発
したものです。

■構成員 ：

・担保評価
・金融商品提供
・融資

金融機関

BANK

■R住宅定期点検制度体制図



既存住宅の見えない部分にも「安心」を。
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販売物件に「安心」「キレイ」「理解」を。

給排水・電気配線など13項目の検査基準を設定
重要インフラの検査検査 安心耐震性と構造上の不具合をクリア

不安の払拭

重要インフラ13項目に、2年以上の保証を付帯
アフターサービス保証保証 キレイ

実施基準に則ったリフォーム工事
汚いイメージの払拭

平面図や仕上げ表、配管図、配電図、設備図など
住宅履歴図書の保管履歴 理解

住宅情報の開示
わからないイメージの払拭

住宅安心

■適合R住宅とは？

■適合リノベーション住宅の種類

■安心R住宅とは?

優良なリノベーション住宅の基準 販売される既存住宅の基準

「適合R住宅」と「安心R住宅」の2つの基準を満たす住宅に
5年ごとの瑕疵保険検査を促すことで

購入者が「無理なく」維持管理を行えます。

住宅ローンの金利優遇等も受けられ
さらに、安心度が深まります

リノベーション協議会

リノベーション協議会

2つの基準をクリアした物件に（戸建て・マンション）対し
販売時に上記ラベリングが可能となり
様々なメリットが付保できます

重要インフラ検査済み

アフターサービス保証

インスペクション済み

基準に則った工事

住宅履歴図書の保管 住宅履歴情報の保管

長期修繕計画 瑕疵保険付き

住宅定期点検制度

・R1住宅：区分所有マンション専有部分
・R3住宅：R1住宅にプラスして、共有部分を含む一棟全体
・R5住宅：戸建住宅

（一社）リノベーション協議会が定める「検査→工事→開示→保証→住宅履 歴」の5つのフロー
に則ったリノベーションの基準。住宅のタイプ別に基準を設け、給排水や下地など目 に見えな
い、わかりにくい重要なインフラ部分の検査+2年以上の保証、住宅履歴などを義務としている。 
※累計登録件数約3万8千件(2018年9月現在)。

基準を定めきちんと検査をしたうえで必要な改修工事を施し
その記録を住宅履歴情報として保管します。
住宅履歴情報があれば、点検やメンテナンスがしやすく
将来売却するときにも役に立ちます。
また、万が一の不具合に対してもアフターサービス保証がついてくるので
安心して選べるリノベーション住宅です。

これまでの既存住宅(中古住宅)のマイナスイメージを払拭するため
一定の条件を満たした住宅の広告に
国の関与のもとでロゴマークを付け

物件選びに役立つ情報を消費者の皆さまへ
分かりやすく提供する仕組みです。

国土交通省では、耐震性などの条件を満たし
リフォームなどについての情報提供が行われる既存住宅に対して

国の関与のもとで不動産業者などが加盟する団体が
下記の「安心R住宅」のロゴマークを付与できるようにしました。

『2つの安心基準』に加え
『維持管理』や『住宅ローン等の金融優遇』も受けられる

◎適合R住宅の基準

第1号様式（C書式)

Ｒ１住宅 適合状況報告書
報告者 正リフォーム事業者・サンプル会員

東京都渋谷区渋谷２－２－２青山ルカビル４Ｆ
　国土交通省大臣登録(2)xxxxxx

　代表取締役　リノベ太郎

一般社団法人リノベーション協議会が定める【Ｒ１基準】への適合状況について、下記の通り報告します。

報告書登録日　 2018年09月03日
登録番号（ID） M01-1809-40512044029

記

１．物件概要

　所在地 東京都渋谷区渋谷２２－２
　建物名称 第２サンプルマンション
　号室 401
　リノベーション完了日
　（完了予定日）

2018年08月31日

２．本リノベーションに係った者の一覧

　事業主 正リフォーム事業者・サンプル会員
　設計者 株式会社サンプル設計
　監理者 正リフォーム事業者・サンプル会員
　施工者 株式会社サンプル施工
　検査者 正リフォーム事業者・サンプル会員

３．検査項目 ※検査方法及び適合基準は別冊「R1住宅検査ガイドブック」を参照ください。

項 部位 判定 状態 基準 アフターサービス保証に関する事項

(1) 　給水配管 適合 新規 SP-01
左記項目の保証期間は

引渡日より最低2年とする。

2年以上の保証が設定されている場合があります。
詳細は保証書・アフターサービス基準書をご確認下さい。

　
保証者　正リフォーム事業者・サンプル会員

東京都渋谷区渋谷２２－２青山ルカビル４Ｆ
国土交通省大臣登録(2)xxxxxx

　 検査及び保証に関する問合せ先

　 　

正リフォーム事業者・サンプル会員
Tel 0120 - 555 - 666
Email jimukyoku@renovation.or.jp
AM9：00～12：00　PM1：00～5：00
（土・日曜　祝日　年末年始　夏季休暇等は除く）

(2) 　給湯配管 適合※ 新規 SP-02

(3) 　排水配管 適合 新規 SP-03

(4) 　ガス配管 該当なし 該当なし NG-01

(5) 　電気配線 適合 新規 ET-01

(6) 　分電盤 適合 新規 ET-02

(7) 　情報系配線 適合 新規 ET-03

(8) 　換気設備 適合 新規 VA-01

(9) 　住警器 適合 新規 FA-01

(10) 　床下地 適合 新規 AR-01

(11) 　壁下地 適合 新規 AR-01

(12) 　天井下地 適合 新規 AR-01

(13) 　浴室防水 適合 新規 AR-02

特記事項
専有部にかかる改修を行っておりますが、共用部に起因する原因で一部基準を満たさない項目がございます。
※当該住宅はオール電化の為、ガス配管は使用しておりません。
※電話線は竣工時未施工の為、検査を実施しておりません。

"R1住宅"とは、一般社団法人リノベーション協議会（以下「協議会」という）の定める技術基準に則って改修され、かつ上記（１）～（１３）の
部位に関して、２年以上の保証がついた住宅です。協議会のホームページ（www.renovation.or.jp）で、技術基準が確認できるほか、
住宅履歴として、本報告書及び住宅履歴図書データを照会することができます。尚、報告内容は上記報告者が、保証は上記保証者がそれぞれ責任を持ち
協議会は報告内容・保証に関する責任を負うものではありません。
適合リノベーション住宅の基準に関するお問い合わせは、リノベーション協議会事務局（03-3486-2510）まで。

【適合状況報告書】

商談時に詳細情報を開示
（仲介業者など）

建物診断
（インスペクション）

開口部

屋根柱

壁

基礎
外壁


